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※居住誘導区域内のことをいいます。（裏面参照） 

※居住誘導区域内の災害リスクエリアは居住誘導区域外と

なります。（詳細は所管課（手引き参照または住宅課）に

ご相談ください） 

移住で最大１００万円補助します 

25 

 

 

補助限度額 
新築・取得費用 
（対象経費の 
１/２まで） 

増築・改修費用 
（対象経費の 
１/１０まで） 

居住誘導 
区域外から 

移転 
～    万円 ～   万円 

居住誘導 
区域内で 

移転 
～   万円 ～   万円 

 

50 

 
25 

 

100 

 
50 

 とは 

25 

 

   

   

補助限度額 
新築・取得費用 
（対象経費の 
１/２まで） 

増築・改修費用 
（対象経費の 
１/１０まで） 

補助額 ～   万円 ～   万円 

 

□事前申請が必要です 

□居住誘導区域内への移住であること 

□３世代同居等の場合は、親世帯と子世帯が新たに同居または 100ｍ以内に近居すること 

□移転後の世帯員の合計人数が２人以上であること 

□世帯所得が 750 万円以下であること（３世代同居等の場合は子世帯の世帯所得） 

□その他条件はホームページまたは下記までお問い合わせください。 

歩いて暮らせる に移住しませんか？ 

※以下のすべてを満たす方が対象です 

 

  

50 

 

 

50 

 

居住誘導区域内で移転 

25 

 

居住誘導区域 

令和５年度浜松市 定住促進補助金 

25 

 

居住誘導区域外 居住誘導区域外から 

居住誘導区域 

居住誘導区域外 

市外から 市外から 

居住誘導区域外から 

どこからの移転でも OK 

免許返納後も 

住みやすい 

全世代が 

暮らしやすい 

通勤時間 

の短縮 

歩いて 

買い物へ 

３世代同居等で へ移住する方 へ移住する方 

浜松市中央区元城町 103-2 



居住誘導区域について 

注意点 
 

・予算がなくなり次第終了となります。 

・同居により、保育所の利用や介護の補助などに影響がある場合がありますのでご確認ください。 

 

□住宅敷地の過半が居住誘導区域にあれば、誘導区域の取り扱いとします。 
□行為地の建物が災害リスクエリア内にある場合には、誘導区域外の取り扱いとします。詳

細については、所管課(手引き参照または住宅課)にてご確認ください。 

         

 

 

 

      
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
交
付
決
定(

申
出
確
認)

」 

の
お
知
ら
せ 

工
事
・
取
得
契
約
等 

「
実
績
報
告
書
」
提
出 

「
請
求
書
」
提
出 

 
補 

助 

金 

受 

領 

※住民登録上の

転入・転出届

を提出 

※３月３１日までに 

提出 

・「交付確定書」受取 

 

  

交付決定後 約 2 週間の審査 

  

 

※年度をまたぐ

時は申出書を

提出 

※年度をまたぐ時は 

 前年度に「申出確認書」を

受取り、翌年度の４月に 

申請書を提出 

 
交付決定後(申出確認)後、工事、売買契約、住民票異

居住誘導区域 

※居住誘導区域のうち、災害リスクの

高い地域は居住誘導区域外とする 

 

 

申 

請 

書 

類 

提 

出 

都市計画マップ 


